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自転車は手軽で便利な乗り

物であり、子どもからお年寄

りまで幅広い年齢層で利用さ

れています。最近では、環境

にやさしく、健康にもいいと、

その効用がクローズアップさ

れ利用者も多くなっています。 

一方、日本では自転車専用

レーンが十分に整備されてい

ないこともありますが、交通

ルールやマナーを守らず事故

を起こすケースが多くみられ

ます。警察庁の資料によると、

平成19年中の自転車乗車中の

事故件数は17万1,018件で、10

年前に比べ1.2倍になっていま

す。交通事故全体では2割を超

え、とくに歩行者との事故が

増加しています。 

自転車がいわば無秩序に歩

道を通行するなどのルールを

守らない利用実態が目立って

いることや、自転車による事

故を防止するため、自転車の

通行等に関するルールが改正

され、６月に施行されました。 

改正の大きなポイントとし

ては、自転車が歩道を走るこ

とができる条件を明確にした

こと、子ども（13歳未満の者）

にヘルメットを着用させるこ

とは保護者の責任であること

が挙げられます。 

歩道通行ができるのは、こ

れまで「自転車歩道通行可」

の道路標識があるときだけで

したが、これに「13歳未満の

子どもや70歳以上の高齢者、

身体の不自由な人が自転車を

運転しているとき」「車道また

は交通の状況からみて、歩道

通行がやむをえない場合」が

追加されました。また、子ど

もの保護者は、子どもが自転

車を運転するときや、幼児を

幼児用座席に乗せるときは、

子どもに乗車用ヘルメットを

かぶせるよう努めなければな

らなくなりました。 

ルールとマナーを守ること

は安全走行の基本であり、自

転車も決して例外ではありま

せん。このことをもう一度認

識し、安全運転を心がけまし

ょう。 

歩行者との事故増える 
児童・幼児にヘルメット 

 

 

 




